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衆
議
院
議
員
辻
元
清
美
君
提
出
村
山
総
理
大
臣
談
話
の
「
閣
議
決
定
の
有
無
」
に
つ
い
て
の
認
識
と
、
「
事
務
方
か
ら

上
が
っ
て
き
た
ペ
ー
パ
ー
」
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
の
�
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
事
務
方
か
ら
上
が
っ
て
き
た
ペ
ー
パ
ー
」
（
以
下
「
本
件
答
弁
資
料
」
と
い
う
。
）
は
、
平
成
二
十
六
年
二

月
二
十
一
日
及
び
三
月
二
十
六
日
の
衆
議
院
文
部
科
学
委
員
会
に
お
け
る
質
問
に
関
す
る
答
弁
資
料
と
し
て
作
成
さ
れ
、
当

日
、
文
部
科
学
大
臣
に
渡
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

一
の
�
に
つ
い
て

本
件
答
弁
資
料
に
は
、
平
成
七
年
八
月
十
五
日
の
内
閣
総
理
大
臣
談
話
（
以
下
「
談
話
」
と
い
う
。
）
は
閣
議
決
定
さ
れ

た
も
の
で
は
な
い
旨
記
載
さ
れ
て
い
た
。

一
の
�
に
つ
い
て

本
件
答
弁
資
料
を
作
成
す
る
に
当
た
り
、
文
部
科
学
省
は
、
内
閣
官
房
そ
の
他
の
同
省
以
外
の
府
省
庁
に
談
話
の
閣
議
決

定
の
有
無
に
係
る
事
実
確
認
は
し
な
か
っ
た
。

一
の
�
に
つ
い
て

一



本
件
答
弁
資
料
を
作
成
す
る
に
当
た
り
、
文
部
科
学
省
が
談
話
の
閣
議
決
定
の
有
無
に
係
る
事
実
確
認
を
怠
っ
た
た
め
と

認
識
し
て
い
る
。

一
の
�
か
ら
�
ま
で
に
つ
い
て

文
部
科
学
大
臣
は
、
本
件
答
弁
資
料
を
受
け
取
っ
た
際
、
談
話
の
閣
議
決
定
の
有
無
に
つ
い
て
明
確
な
認
識
は
な
く
、
本

件
答
弁
資
料
に
お
け
る
談
話
に
係
る
記
載
が
事
実
で
あ
る
と
誤
認
し
た
も
の
で
あ
る
。

二
の
�
及
び
�
に
つ
い
て

内
閣
総
理
大
臣
は
、
平
成
二
十
六
年
二
月
二
十
一
日
及
び
三
月
二
十
六
日
の
衆
議
院
文
部
科
学
委
員
会
に
お
け
る
談
話
に

係
る
文
部
科
学
大
臣
の
答
弁
（
以
下
「
本
件
答
弁
」
と
い
う
。
）
の
前
か
ら
、
談
話
が
閣
議
決
定
さ
れ
て
い
る
も
の
と
認
識

し
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

二
の
�
に
つ
い
て

内
閣
総
理
大
臣
は
、
本
件
答
弁
に
つ
い
て
、
平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
七
日
の
報
道
等
に
よ
っ
て
承
知
し
た
と
こ
ろ
で
あ

る
。

二
の
�
に
つ
い
て

二



お
尋
ね
の
よ
う
な
「
指
摘
」
や
「
指
示
」
は
行
っ
て
い
な
い
。

二
の
�
及
び
�
に
つ
い
て

内
閣
官
房
及
び
外
務
省
は
、
本
件
答
弁
に
つ
い
て
、
平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
七
日
の
報
道
等
に
よ
っ
て
承
知
し
、
直
ち

に
文
部
科
学
省
に
対
し
事
実
誤
認
で
あ
る
旨
を
指
摘
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
同
省
に
お
い
て
は
、
内
閣
官
房
及
び
外
務
省
か

ら
の
当
該
指
摘
を
受
け
て
本
件
答
弁
が
誤
り
で
あ
る
こ
と
を
承
知
し
、
同
年
四
月
四
日
の
衆
議
院
文
部
科
学
委
員
会
理
事
会

及
び
同
月
九
日
の
同
委
員
会
に
お
い
て
本
件
答
弁
を
訂
正
す
る
旨
の
発
言
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。

三


